
令和３年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の状況 

 
令和３年度決算における健全化判断比率は、表のとおりとなっています。 

昨年度に引き続き、実質赤字比率、連結実質赤字比率はともに発生していません。実質

公債費比率、将来負担比率とも、早期健全化基準を下回る水準にあります。 

また、公営企業における資金不足比率については、全会計で資金不足となっていないた

め発生していません。 

 
１．健全化判断比率 

（単位:％） 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

－ 

（12.52） 

－ 

(17.52) 

4.7 

（25.0） 

10.0 

（350.0） 

－は、赤字がないため赤字比率が発生していないことを示します。 

カッコ内の数値は、本市の早期健全化基準の数値です。 

 

 

２．公営企業の資金不足比率 

（単位:％） 

水道事業会計 病院事業会計 下水道事業会計 

－ 

（20.00） 

－ 

（20.00） 

－ 

（20.00） 

－は、資金不足でないため資金不足比率が発生していないことを示します。 

カッコ内の数値は、各公営企業の経営健全化基準の数値です。 

 

 

今後の財政運営 
令和３年度決算に基づく健全化判断比率は、早期健全化基準を大きく下回っており、直

ちに財政健全化計画などの策定が求められる状態にはありません。 

しかしながら、本市の自主財源の基本的な部分を占める市税収入において、人口減少

の影響が見込まれるなど、歳入の大幅な伸びは見込みづらい状況が続くと考えられます。 

一方、歳出においては、高齢化の進行による扶助費の増大に加え、防災対策の強化や

老朽化の進む公共施設の更新・維持管理など、今後も増加は避けられないものと見込ま

れます。 

これらの状況を踏まえ、健全化判断比率、資金不足比率に示される財政の健全性に常

に配慮しつつ、第三次貝塚新生プランに基づき、歳入歳出両面からの取組みを一層図るこ

とにより、持続的で安定的な財政運営に努めます。 


